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令和４年９月第３回八街市議会定例会会議録（第１号）

…………………………………………………

１．開議 令和４年８月３１日 午前１０時００分

１．出席議員は次のとおり

２番 木 内 文 雄

３番 新 見 準

４番 小 川 喜 敬

５番 山 田 雅 士

６番 小 澤 孝 延

７番 角 麻 子

８番 鈴 木 広 美

９番 小 菅 耕 二

10番 木 村 利 晴

11番 石 井 孝 昭

12番 桜 田 秀 雄

13番 林 修 三

14番 山 口 孝 弘

15番 小 髙 良 則

16番 林 政 男

17番 加 藤 弘

18番 京 増 藤 江

19番 丸 山 わき子

…………………………………………………

１．欠席議員は次のとおり

１番 栗 林 澄 惠

…………………………………………………

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

○市長部局

・議案説明者

市 長 北 村 新 司

副 市 長 大 木 俊 行

総 務 部 長 片 岡 和 久

市 民 部 長 中 込 正 美

福 祉 部 長 吉 田 正 明

健 康 こ ど も 部 長 井 口 安 弘

経 済 環 境 部 長 相 川 幸 法
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建 設 部 長 市 川 明 男

会 計 管 理 者 渡 邉 洋 一

財 政 課 長 和 田 暢 祥

水 道 課 長 古 西 弘 一

・連 絡 員

秘 書 広 報 課 長 田 中 和 彦

総 務 課 長 湯 浅 孝 史

防 災 課 長 宮 澤 英 光

…………………………………………………

○教育委員会

・議案説明者

教 育 長 加曽利 佳 信

教 育 部 長 土 屋 武 志

…………………………………………………

○監査委員

・議案説明者

監査委員事務局長 柿 沼 典 夫

…………………………………………………

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり

事 務 局 長 梅 澤 孝 行

副 主 幹 佐 藤 竜 一

主 査 嘉 瀨 順 子

主 査 安 見 里 香

主 任 主 事 今 関 雅

…………………………………………………

１．会議事件は次のとおり

○議事日程（第１号）

令和４年８月３１日（水）午前１０時開議

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案の上程

議案第１号から議案第１６号、陳情第８号

提案理由の説明

議案第１号

質疑省略、委員会付託省略、討論省略、採決

決算審査特別委員会の設置及び付託
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日程第４ 議案第６号

委員会付託省略、質疑、討論、採決

日程第５ 休会の件
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○議長（鈴木広美君）

本日、令和４年９月第３回八街市議会定例会は、ここに開会される運びとなりました。

この定例会は議案１６件、陳情１件が提出されることになっております。慎重に審議を尽く

され、市民の負託に応えられますよう期待いたしますとともに、議会運営につきましてもご

協力をお願いいたしまして、開会の挨拶といたします。

ただいまから令和４年９月第３回八街市議会定例会を開会します。

ただいまの出席議員は１８名です。議員定数の半数以上に達しておりますので、この定例会

は成立しました。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は配付のとおりです。

日程に入る前に報告いたします。

最初に、地方自治法第１２１条の規定に基づく出席者はお手元に配付のとおりです。

次に、監査委員から、５月から７月予算執行分に係る例月出納検査報告書が提出されました

ので、その写しを配付しておきました。

次に、市長の専決処分事項に指定されている報告３件が議長宛に提出されましたので、その

写しを配付しておきました。

次に、地方自治法第１０４条の規定により議会の代表として出席した会議等は配付のとおり

です。

次に、本日の欠席の届け出が栗林澄惠議員よりありました。

以上で報告を終わります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第８８条の規定により、小澤孝延議員、山田雅士議員を

指名いたします。

日程第２、会期の決定についてを議題とします。

この件については議会運営委員長より発言を求められておりますので、これを許します。

○山口孝弘君

おはようございます。令和４年９月定例会の会期等を協議するために、去る８月２３日に議

会運営委員会を開催し、協議をいたしましたので、その結果についてご報告いたします。

９月定例会に上程される案件は議案１６件、陳情１件であります。

次に、一般質問の通告が、代表６人、個人５人からありました。

以上の案件を審議するため、９月の定例会は、お手元に配付してあります会期表のとおり、

会期を本日から９月３０日までの３１日間と協議決定いたしました。

この会期等にご賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位のご協力をお願い申

し上げまして、議会運営委員長の報告といたします。

○議長（鈴木広美君）

ただいまの委員長報告のとおり、この定例会の会期は本日から９月３０日までの３１日間と
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することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。会期は３１日間に決定しました。

日程第３、議案の上程を行います。

議案第１号から議案第１６号及び陳情第８号を一括議題といたします。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。

議案第１号から議案第１６号及び陳情第８号の提案理由の説明を求めます。

○市長（北村新司君）

本日ここに令和４年９月第３回八街市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

は、ご多用のところ、ご参集いただき、誠にありがたく御礼申し上げます。

最初に、新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株（ＢＡ．５）の感染者の急

増により、医療機関等への負荷が急速に高まっていることから、県では感染対策を徹底しな

がら、社会経済活動の維持と医療の逼迫の回避との両立を図るため、令和４年８月４日に

「ＢＡ．５対策強化宣言」を行い、８月３１日までの間、県民の皆様や事業者の皆様に対し、

協力要請を行いました。

本市におきましても、新型コロナウイルス感染症の感染者数は依然として高い水準で推移し

ており、予断を許さない状況となっております。今後も関係機関と連携しながら、円滑なワ

クチン接種体制の強化に取り組んでまいります。

また、市民の皆様におかれましては、引き続き国・県の示す基本的な感染症対策に努めてい

ただきますよう、ご協力をお願いするものでございます。

次に、第７３回印旛郡市民スポーツ大会が７月２日から２４日まで印旛郡八市町で１６競技

２４種目により行われました。八街市はゴルフ優勝、男子陸上競技３位、バスケットボール

男子女子とも３位、クレー射撃３位という好成績を収めました。コロナ禍で選手集めに苦労

する中、各種競技に参加していただいた選手の皆様、また関係する競技団体役員の皆様に対

して深く感謝と敬意を表するとともに、このたびの成果に対しまして、心よりお祝い申し上

げる次第でございます。

次に、去る８月２０日に八街市制施行３０周年記念事業第３１回八街ふれあい夏まつりがけ

やきの森公園を会場として開催されました。今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、

規模を縮小して開催いたしましたが、多くのお客様にご来場いただき、大変賑わいのある夏

まつりとなりました。この場をお借りいたしまして、夏まつりの開催にあたりご尽力いただ

きました全ての関係者の皆様に心から御礼申し上げます。

それでは、提案いたしました議案について、ご説明申し上げます。

本定例会に提案いたしました案件は、人事案件、専決処分の承認を求める案件、条例の改正
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２件、協議案件、市有財産の取得、令和４年度八街市一般会計補正予算、令和４年度八街市

介護保険特別会計補正予算、令和４年度八街市下水道事業会計補正予算、令和４年度水道事

業会計補正予算、令和３年度各会計決算の認定の合計１６件でございます。

それでは、各議案ごとにご説明いたします。

議案第１号は教育委員会委員の任命についてでございます。

これは、山田良子委員の任期が令和４年９月３０日で満了となりますが、引き続き同氏を再

任することについて、議会の同意を求めるものでございます。

議案第２号は、専決処分の承認を求めることについてでございます。

これは、新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保に関する事業について、４回目の追加

接種に係る予算が不足する見込みとなったことから、遅滞なく迅速に事業を遂行するため、

予算の補正を行う必要が生じましたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決

処分したものでございます。

議案第３号は、八街市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

でございます。

これは、国家公務員の男性職員による育児の促進や女性職員の活躍促進をさらに進めるにあ

たり、育児と仕事の両立支援制度をより柔軟に利用できるようにするための措置として、育

児休業の取得回数制限の緩和等に係る事項が令和４年１０月１日から施行されることとなり、

本市においても、育児休業制度の権衡を図り、育児と仕事の両立支援を推進するため、所要

の改正を行うものでございます。

議案第４号は、八街市議会議員及び八街市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例及び八街市議会議員及び八街市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてでございます。

これは、公職選挙法施行令に規定する公営単価について、国会議員の選挙等の執行経費の基

準に関する法律と人件費、物価の変動等を考慮するという共通の考え方により、３年に１度

の参議院議員通常選挙の年に、その基準額の見直しを行うこととされております。このたび、

最近における物価の変動及び消費税増税を踏まえて、国会議員の選挙における選挙運動に関

し、選挙運動用自動車の使用等及び選挙運動用ビラ作成の公営に要する経費の基準額が引き

上げられたことに伴い、本市の基準額を改正するものでございます。

議案第５号は、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市

町村総合事務組合規約の一部改正に関する協議についてでございます。

これは、４市複合事務組合の千葉県市町村総合事務組合への加入に伴う千葉県市町村総合事

務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部改正に

ついて、地方自治法第２８６条第１項の規定により、関係地方公共団体と協議するにあたり、

同法第２０９条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案第６号は、市有財産の取得についてでございます。

これは、第６分団消防自動車の取得について、一般競争入札の結果、日本機械工業株式会社
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本社営業部が２千１５万４千３００円で落札いたしましたので、地方自治法第９６条第１項

第８号及び市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案第７号は、令和４年度八街市一般会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算に４億９千６４５万３千円を増額し、歳入歳出予算の総額を２

５３億４千９３６万２千円とするものでございます。歳入につきましては、地方特例交付金

として、交付金額の確定により１千４９３万２千円の増、地方交付税として、普通交付税額

の確定により２億２千９８９万４千円の増、国庫支出金として、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金や学校施設環境改善交付金の増などにより６千５５６万３千円の増、

県支出金として、子どものための教育・保育給付交付金や低所得者介護保険料軽減負担金

（前年度精算分）の増などにより１９８万９千円の増、繰入金として、介護保険特別会計繰

入金（過年度精算分）の計上により２千４７９万円の増、支出金返還金の繰越金として５千

１１８万５千円の増、市債として、中学校トイレ改修事業の増、臨時財政対策債の減などに

より１億８１０万円の増でございます。

歳出につきましては、議会費として、一般職人件費の調整により２４１万７千円の増、総務

費として、公共施設等整備基金積立金の増額、社会保障・税番号制度システム整備業務に伴

う戸籍情報システム改修費等の増額により４千２０５万円の増、民生費として、新型コロナ

ウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限の延長に伴う事務費の増額、私立保育園風

の村保育園八街の防犯対策を強化する事業に対する補助金の増額、市外の保育所に通所する

子どもに対する運営委託料の増額、介護保険特別会計の繰出金の増額、子育て世帯への臨時

特別給付金事業費や生活保護費等過年度国庫支出金返還金の予算計上などにより１億７千３

３５万８千円の増、衛生費として、原油価格高騰に伴うクリーンセンターの管理故運営に要

する燃料費の増額、一般職人件費等の減額により３７５万８千円の減、農林水産業費として、

有害鳥獣被害対策をはじめとした農産物の保全対策を講じる事業に対する補助金や、農地利

用の最適化活動に伴うタブレット端末の購入費用等に必要な予算の計上により８７万円の増、

土木費として、通学路の整備工事や道路維持補修費の増額、市営住宅の揚水ポンプ交換工事

に要する予算の計上、一般職人件費の減額により１８５万４千円の減、消防費として、消防

団のホース乾燥塔設置等工事、防火水槽撤去工事に要する予算の計上、予定した消防施設整

備事業の内容変更による予算の減額や、一般職人件費の減額により２０４万４千円の減、教

育費として、八街中学校のトイレ改修工事や、二州小学校沖分校の屋内運動場の耐震改修に

係る事業費の増額、原油価額高騰に伴い、学校給食センター調理場のボイラーに要する燃料

費の増額のほか、中学校ＩＣＴ環境整備事業費の財源組替えなどにより２億８千５４１万４

千円の増となっております。

繰越明許費につきましては、社会保障・税番号制度関連事務費、小学校施設改修事業費、中

学校施設改修事業費の３件を設定するものでございます。

債務負担行為につきましては、マイナンバーカード申請用タブレットの賃借、市営住宅消化
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器の賃借の２件を追加するものでございます。

地方債の状況につきましては、市債発行額として、９月補正予算では、建設地方債が１億８

千９０万円の増額、臨時財政対策債が７千２８０万円の減額で、補正後の額が２４億７千８

００万円となり、市債残高として、令和４年度末の市債残高は１９２億２千１８３万７千円

となる見込みであり、令和３年度末現在高と比較すると１１億９千４４２万５千円の増額と

なり、その内訳は、建設地方債が１８億７千２０万２千円の増、臨時財政対策債等について

は６億７千５７７万７千円の減となります。

財政調整基金残高の状況につきましては、令和３年度決算で生じた歳計剰余金の処分による

積立てにより、令和４年度末の財政調整基金残高は２０億６千９２４万３千円となる見込み

であり、令和３年度末残高と比較すると１億１千１１７万円減額する見込みとなります。

議案第８号は、令和４年度八街市介護保険特別会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算に５千２９４万１千円を増額し、歳入歳出予算の総額を４９億

６千８６２万７千円とするものでございます。

歳入の主なものは、令和３年度決算に伴い、国庫支出金の過年度分介護給付費負担金４１２

万１千円、支払基金交付金の過年度分介護給付費交付金１８万１千円をそれぞれ増額、一般

会計からの繰入金２９９万２千円の増額、前年度繰越金４千５６４万７千円の増額でござい

ます。

歳出の主なものは、介護給付費準備基金積立金１千１４５万３千円の増額、介護給付費等の

過年度精算に係る返還金及び一般会計の繰出金４千５３万１千円の計上などです。

債務負担行為につきましては、第９期高齢者福祉計画介護保険事業計画策定業務を設定する

ものでございます。

議案第９号は、令和４年度八街市下水道事業会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、収益的収入につきましては、既定の予算から１２万１千円を減額し、総額

７億９千８８６万８千円とするものでございます。

収益的支出につきましては、既定の予算から１千２００万７千円を減額し、総額を７億１千

２１２万３千円とするものでございます。

資本的収入につきましては、既定の予算に４５万２千円を増額し、総額を１億６千９６４万

６千円とするものでございます。

資本的支出につきましては、既定の予算に２８３万１千円を増額し、総額を４億２千９８万

円とするものでございます。

企業債につきましては、資本費平準化債を５３０万円とするほか、利益剰余金の処分額を６

千８０３万円とするものでございます。

議案第１０号は、令和四年度八街市水道事業会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、収益的支出につきましては、既定の予算に３４万２千円を増額し、総額を

１０億２千１０９万円とするものでございます。

資本的支出につきましては、既定の予算から４１９万円を減額し、総額を４億５千２８３万
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９千円とするものでございます。

議案第１１号は、令和３年度八街市一般会計繰入歳出決算の認定についてでございます。

本決算は、歳入総額２６３億３千３１６万３千６８２円、歳出総額２４９億６千２５３万１

千９９４円で歳入歳出差引額は１３億７千６３万１千６８８円となり、このうち６億円を財

政調整基金に積み立て、７億７千６３万１千６８８円を令和４年度に繰越しするものでござ

います。

議案第１２号は、令和３年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでご

ざいます。

本決算は、歳入総額８８億７千２４１万７８４円、歳出総額８７億６千８８９万７千５１３

円で、歳入歳出差引額は１億３５１万３千２７１円となり、このうち３千１０５万円を財政

調整基金に積み立て、７千２４６万３千２７１円を令和４年度に繰越しするものでございま

す。

議案第１３号は、令和３年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。

本決算は、歳入総額７億２千６６７万５千３５３円、歳出総額７億２千１２３万７千５２４

円で、歳入歳出差引額５４３万７千８２９円を令和４年度に繰越しするものでございます。

議案第１４号は、令和３年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでござい

ます。

本決算は、歳入総額４９億６千７４６万４千２２８円、歳出総額４９億２千８１万７千４１

円で、歳入歳出差引額４千６６４万７千１８７円を令和４年度に繰越しするものででござい

ます。

議案第１５号は、令和３年度八街市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてで

ございます。

本決算は、収益的収支では、収益的収入９億１７７万８千１３１円に対し、収益的支出は、

７億２千１２３万５千５２８円となりました。当年度未処分利益剰余金は２億２千２３３万

５千９２８円となり、このうち１億４千４９３万３千９４４円については、減債積立金へ積

み立てるものでございます。

資本的収支では、資本的収入１億９千１０万８千５４０円に対し、資本的支出が４億６千８

８１万８９円であり、資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する２億７千８７０万１

千５４９円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６１５万７千５６９円、当

年度分損益勘定留保資金９千６８１万３６円、繰越利益剰余金処分額４千７９５万３千１９

円及び当年度利益剰余金処分額９千６９８万９２５円で補填したほか、なお不足する額３千

８０万円については、令和３年度同意済企業債の未発行分をもって令和４年度に措置するも

のでございます。

議案第１６号は、令和３年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてでご

ざいます。
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本決算は、収益的収支では、収益的収入１２億５千９８４万６千４３８円に対し、収益的支

出は、１０億２千７２０万９千５１７円となりました。当年度未処分利益剰余金は、３億６

千７９５万６千２９８円となり、このうち１億４千万円を資本金に組み入れ、２億２千７９

５万６千２９８円を減債積立金へ積み立てるものでございます。

資本的収支では、資本的収入４千１５７万３千６６８円に対し、資本的支出は２億６千５５

８万４千４９７円であり、資本的収入額が資本的支出額に対して、不足する額２億２千４０

１万８２９円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３７２万１千１３円、減

債積立金１億４千万円、過年度分損益勘定留保資金８千２８万９千８１６円で補填するもの

でございます。

以上で、提出いたしました議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、可

決くださるようお願い申し上げます。

最後に議案ではございませんが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第２２条第１項の規定により、財政の健全性を判断する５つの指標について監査委員の審

査に付し、その意見を付けて健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告し、かつ公表す

ることとなっておりますので、ここで報告させていただきます。各比率につきましては配付

してあります令和３年度決算に基づく健全化判断比率報告書及び令和３年度決算に基づく資

金不足比率報告書のとおりでございます。

また、それぞれについて、監査委員の審査意見書を添付してございます。

それでは、各比率についてご説明させていただきます。

令和３年度決算に基づく健全化判断比率報告書１ページ中、実質赤字比率及び連結実質赤字

比率につきましては一般会計が黒字となり、また一般会計を含む全会計の実質収支の合計額

が黒字であるため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率ともに算定されず、バー表示となっ

ております。

続いて、実質公債費比率につきましては６．５パーセント、将来負担比率については３０．

４パーセントとなっており、全ての比率において早期健全化基準の数値を下回っております。

次に、令和３年度決算に基づく資金不足比率報告書１ページ中、資金不足比率につきまして

も実質赤字比率及び連結実施赤字比率と同様に、バー表示となっており、資金に剰余額が生

じております。

以上をもちまして、報告に代えさせていただきます。

なお、各会計の決算の詳細につきましては、各担当部長等より説明いたします。

○議長（鈴木広美君）

以上で、市長からの提案理由の説明が終わりました。

次に、各部課長から決算の詳細について説明をお願いします。

最初に議案第１１号に関しまして、片岡総務部長。

○総務部長（片岡和久君）

それでは、議案第１１号、令和３年八街市一般会計歳入歳出決算についてご説明いたします。
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歳入歳出決算書の７ページをお願いいたします。

歳入は、予算現額２７４億７千８３６万１千円に対し、決算額２６３億３千３１６万３千６

８２円、前年度比マイナス５８億５千６４３万２千１３７円、１８．２パーセントの減とな

り、歳出決算額は２４９億６千２５３万１千９９４円、前年度比マイナス６０億１千５６８

万５千９５５円、１９．４パーセントの減となりました。

歳入歳出差し引きの結果、残額は１３億７千６３万１千６８８円となり、このうち６億円を

地方自治法第２３３条の２の規定に基づき、一般会計財政調整基金に編入し、翌年度の繰越

額は７億７千６３万１千６８８円となりました。なお、この額には繰越明許費及び継続費逓

次繰越額３億２千５３３万４千円が含まれております。

続いて、歳入歳出決算の概要について、８ページ、９ページをお願いいたします。

初めに、歳入全体の２７．４パーセントを占めております１款市税は、予算現額７１億９千

７１３万１千円に対し、調定額８１億２千１７９万５千５３５円、収入済額７２億１千３２

２万６千９３３円、不納欠損額７千９８７万７千７１１円、収入未済額８億２千８６９万８

９１円となり、収入済額の前年度比マイナス３億２０２万２千４０２円、４．０パーセント

の減となりました。収入率につきましては、現年課税分が前年度より０．１ポイント増の９

７．７パーセント、滞納繰越分が前年度より２．０ポイント減１６．５パーセント、市税合

計では前年度より０．３ポイント増の８８．８パーセントとなりました。

１項市民税は、収入済額３４億４千４１８万９千５０円、前年度比マイナス１億４千５万８

千３９６円、３．９パーセントの減。

２項固定資産税は、収入済額２７億６千５９０万９千３８８円、前年度比マイナス１億９千

５９５万３千２５９円、６．６パーセントの減。

３項軽自動車税は、収入済額２億４千１９４万９千８２２円、前年度比プラス５７６万４千

６５１円、２．４パーセントの増。

４項市たばこ税は、収入済額６億４千１２４万６千７６０円、前年度比プラス３千１５１万

１千１４７円、５．２パーセントの増。

６項都市計画税は、収入済額１億１千９９３万１千９１３円、前年度比マイナス３２８万６

千５４５円、２．７パーセントの減となりました。

次に、２款地方譲与税は、予算現額１億７千万円に対し、調定額・収入済額ともに１億７千

９１４万７千円、前年度比プラス３２０万７千円、１．８パーセントの増となりました。

１項地方揮発油譲与税は、収入済額４千４５３万８千円、前年度比プラス１４２万４千円、

３．３パーセントの増。

２項自動車重量譲与税は、収入済額１億２千７３４万２千円、前年度比プラス１９０万４千

円、１．５パーセントの増。

３項森林環境譲与税は、収入済額７２６万７千円、前年度比マイナス１２万１千円、１．６

パーセントの減となりました。

次に、３款利子割交付金は、予算現額４５０万円に対し、調定額・収入済額ともに５２９万
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４千円、前年度比マイナス１０５万円、１６．５パーセントの減となりました。

次に、４款配当割交付金は、予算現額３千７００万円に対し、調定額・収入済額ともに５千

４５３万円、前年度比プラス１千６５４万9千円、４３．６パーセントの増となりました。

次に、５款株式等譲渡所得割交付金は、予算現額２千６５０万円に対し、調定額・収入済額

ともに６千８６４万９千円、前年度比プラス２千２４３万３千円、４８．５パーセントの増

となりました。

次に、６款法人事業税交付金は、予算現額４千１００万円に対し、調定額・収入済額ともに

６千９６４万３千円で、前年度比プラス４千１５５万５千円、１４７．９パーセントの増と

なりました。

次に、７款地方消費税交付金は、予算現額１４億６千８００万円に対し、調定額・収入済額

ともに１５億５千５７８万４千円、前年度比プラス１億１千６７９万１千円、８．１パーセ

ントの増となりました。

次に、８款ゴルフ場利用税交付金は、予算現額１千８００万円に対し、調定額・収入済額と

もに２千３７４万５千８５円、前年度比プラス５０５万４千５９５円、２７．０パーセント

の増となりました。

次に、９款自動車取得税交付金は、予算現額１千円に対し、調定額・収入済額ともに１６８

円、前年度比マイナス４千５２０円、９６．４パーセントの減となりました。

これは、昨年度と同様、自動車取得税廃止による過年度繰越分の収入となります。

次に、１０款環境性能割交付金は、予算現額２千５００万円に対し、調定額・収入済額とも

に２千２５７万１千１円、前年度比プラス１２３万１千１円、５．８パーセントの増となり

ました。

次に、１１款地方特例交付金は、予算現額１億５千４３４万８千円に対し、調定額・収入済

額ともに１億５千５１２万９千円、前年度比プラス１億２７７万円、１９６．３パーセント

の増となりました。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小企業者に対し、令和

３年度分固定資産税、都市計画税を軽減、減免したことにより、地方税減収相当分として、

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が交付されたことによるものです。

次に、歳入全体の１７．６パーセントを占めております１２款地方交付税でございます。

予算現額４５億５千９８２万円に対し、調定額・収入済額ともに４６億２千３２９万８千円、

前年度比プラス７億８千５９４万９千円、２０．５パーセントの増となりました。普通交付

税は、プラス７億１千２９３万４千円、１９．４パーセントの増。特別交付税は、プラス７

千３０１万５千円、４２．８パーセントの増となりました。

次に、１３款交通安全対策特別交付金は、予算現額６００万円に対し、調定額・収入済額と

もに６２１万９千円、前年度比マイナス４４万１千円、６．６パーセントの減となりました。

１０ページ、１１ページをお願いいたします。

次に、１４款分担金及び負担金は、予算現額１億４１７万８千円に対し、調定額９千４０８
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万８千４９３円、収入済額９千８４万６千２１３円、不納欠損額５４万９千６００円、収入

未済額２６９万２千６８０円、前年度比プラス５２６万６千６７６円、６．２パーセントの

増となりました。

次に、１５款使用料及び手数料は、予算現額２億５千３５１万６千円に対し、調定額２億７

千９７６万９４４円、収入済額２億４千９６５万７千８０４円、収入未済額３千１０万３千

１４０円、収入済額は前年度と比較して、プラス１５５万１千１１３円、０．６パーセント

の増となりました。

１項使用料は、収入済額１億１千３０万１千１９６円、前年度比プラス２７８万４千４７５

円、２．６パーセントの増。

２項手数料は、収入済額１億３千９３５万６千６０８円、前年度比マイナス１２３万３千３

６２円、０．９パーセントの減となりました。

次に、１６款国庫支出金は、予算現額７７億４千３８１万円に対し、調定額７５億９千７２

万４千４６０円、収入済額７０億４千９４３万９千１３２円、収入未済額５億４千１２８万

５千３２８円でございます。収入済額は前年度と比較してマイナス５１億３千１６万５千７

２９円、４２．１パーセントの減となり、特別定額給付金給付事業費補助金の減が主な理由

でございます。

１項国庫負担金は、収入済額３７億８千９８５万３千３０２円、前年度比マイナス３億５９

２万８千６８０円、８．８パーセントの増。

２項国庫補助金、収入済額３２億４４０万２千４９７円、前年度比マイナス５４億３千３７

万６千３８８円、６２．９パーセントの減。

３項委託金は、収入済額５千５１８万３千３３３円、前年度比マイナス５７１万８千２１円、

９．４パーセントの減となりました。

次に、１７款県支出金は、予算現額１９億９１８万円に対し、調定額１７億８千６９１万３

千３８９円、収入済額１７億８千４５１万９千３８９円、収入未済額は２３９万４千円、収

入済額は前年度と比較してマイナス６億９千５６３万２千９３７円、２８．０パーセントの

減となりました。被災農業施設等復旧支援事業補助金の減が主な理由でございます。

１項県負担金は、収入済額１１億４千１１６万９千９１２円、前年度比プラス２千７９８万

９千５３３円、２．５パーセントの増。

２項県補助金は、収入済額４億８千８０９万９千３４５円、前年度比マイナス７億２千２８

３万８千９８１円、５９．７パーセントの減。

３項委託金は、収入済額１億５千５２５万１３２円、前年度比マイナス７８万３千４８９円、

０．５パーセントの減となりました。

次に、１８款財産収入は、予算現額１千８３１万２千円に対し、調定額・収入済額ともに２

千３０万２８１円、前年度比プラス７６万９千９４２円、３．９パーセントの増となりまし

た。財産売払収入のうち、土地売払収入の増が主な理由でございます。

１項財産運用収入は、収入済額８９７万８千９３８円、前年度比マイナス５４万１千１６０
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円、５．７パーセントの減。

２項財産売払収入は、収入済額１千１３２万１千３４３円、前年度比プラス１３１万１千１

０２円、１３．１パーセントの増となりました。

次に、１９款寄附金は、予算現額８千６４４万９千円に対し、調定額・収入済額ともに８千

６２３万５千６５６円、前年度比プラス１千５４７万４千６０６円、２１．９パーセントの

増となりました。やちまた応援寄附金の増が主な理由でございます。

次に、２０款繰入金は、予算現額２億９千５１３万２千円に対し、調定額・収入済額ともに

２億９千５１３万２３２円、前年度比マイナス６億９千２万８千９６円、７０．０パーセン

トの減となりました。

１項基金繰入金は、収入済額２億３千４２７万１千円、前年度比マイナス６億８千６２５万

９千４９円、７４．６パーセントの減となりました。こちらは、調整基金繰入金の減が主な

理由でございます。

２項特別会計繰入金は、収入済額６千８５万９千２３２円、前年度比マイナス３７６万９千

４７円、５．８パーセントの減となりました。国民健康保険特別会計繰入金の減が主な理由

でございます。

次に、２１款繰越金は、予算現額５億２千１３７万７千円に対し、調定額・収入済額ともに

５億２千１３７万７千８７０円、前年度比マイナス１億２千１３０万８千８４５円、１８．

９パーセントの減となりました。主に、明許繰越に係る繰越金の減によるものでございます。

次に、２２款諸収入は、予算現額４億４千８６０万７千円に対し、調定額５億８千１９５万

６千１３円、収入済額５億６９２万９１８円、収入未済額７千５０３万５千９５円、前年度

比プラス７千９１万９千４５９円、１６．３パーセントの増となりました。給食事業収入の

増が主な理由でございます。

１項延滞金加算金及び過料は、収入済額４千１８５万８千２９９円、前年度比マイナス２千

３万８千１５５円、３２．４パーセントの減。

２項貸付金元利収入は、収入済額３千５００万円で、前年度と同額でございます。

３項受託事業収入は、収入済額２千２７９万１千６０７円、前年度比プラス２千２４７万５

２９円、６千９９８．５パーセントの増となっており、後期高齢者医療健康診査費委託金の

増が主な理由でございます。

４項市預金利子は、収入済額３千９１６万円で、前年度比プラス３千９３１万円、皆増と

なっており、コロナ禍などの対応をする中においても資金繰りに見通しがつき、歳計現金の

運用が可能となったことが主な理由でございます。

５項雑入は、収入済額４億７２６万７千９６円、前年度比プラス６千８４８万３千１６９円、

２０．２パーセントの増となりました。

次に、２３款市債は、予算現額２３億９千５０万円に対し、調定額・収入済額ともに１７億

５千１５０万円、前年度比マイナス１億５３０万円、５．７パーセントの減となりました。

以上、歳入決算は、予算現額２７４億７千８３６万１千円に対し、調定額２７８億９千３７
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９万２千１２７円、収入済額２６３億３千３１６万３千６８２円、不納欠損額８千４２万７

千３１１円、収入未済額１４億８千２０万１千１３４円でございます。

続きまして、歳出決算について、１２ページ、１３ページをお願いいたします。

１款議会費は、予算現額２億７１４万円に対し、支出済額２億１９３万６千１４７円、不用

額５２０万３千８５３円となり、支出済額は前年度と比較して、議会報酬等の減などにより

マイナス２３９万６千８１０円、１．２パーセントの減となりました。

次に、２款総務費は、予算現額２０億１千９６６万１千円に対し、支出済額１９億１千８２

８万７千７４９円、翌年度繰越額４５８万７千円、不用額９千６７８万６千２５１円となり、

支出済額は前年度と比較して、特別定額給付金給付事業費の減などによりマイナス６９億６

千５３０万８４円、７８．４パーセントの減となりました。

１項総務管理費は、支出済額１３億２千７９５万４千２６４円、前年度比マイナス６９億４

千４４万１千７２８円、８３．９パーセントの減。

２項徴税費は、支出済額３億５千９５５万６千６４０円、前年度比マイナス４５６万６千９

２５円、１．３パーセントの減。

３項戸籍住民基本台帳費は、支出済額１億６千８８１万８千８９円、前年度比プラス４２２

万９千１９５円、２．６パーセントの増。

４項選挙費は、支出済額２千４３５万２千６４６円、前年度比プラス１８３万２千７１０円、

８．１パーセントの増。

５項統計調査費は、支出済額１千６２５万９千５６３円、前年度比プラス２千６３８万４千

６９９円、６１．９パーセントの減。

６項監査委員費は、支出済額２千１３４万６千５４７円、前年度比プラス３万１千３６３円、

０．１パーセントの増となりました。

次に、３款民生費は、予算現額１２１億５千１７万９千円に対し、支出済額１１６億１千８

０６万７千４６１円、翌年度繰越額１億３千３５３万７千円、不用額３億９千８５７万４千

５３９円となり、支出済額は前年度と比較してプラスの１３億７千２４万９５９円、１３．

４パーセントの増となりました。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業や子

育て世帯への臨時特別給付金給付事業などの増が主な理由でございます。

１項社会福祉費は、支出済額５４億１千８４５万５千２００円、前年度比プラス５億５５０

万６千５５７円、１０．３パーセントの増。

２項児童福祉費は、支出済額４０億４２８万６千８２１円、前年度比プラス５億８千４８２

万１千６８２円、１７．１パーセントの増。

３項生活保護費は、支出済額２１億９千５３２万５千４４０円、前年度比プラス２億８千６

８９万６千１１６円、１５．０パーセントの増となりました。

次に、４款衛生費は、予算現額３６億５千６１５万５千円に対し、支出済額２９億５千６０

８万７千２０９円、翌年度繰越額４億５千９０２万１千円、不用額２億４千１０４万６千７

９１円となり、支出済額は前年度と比較し、プラス７億５千９９６万７千８５５円、３４．
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６パーセントの増となりました。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費やごみ焼

却施設基幹的設備改良事業費の増が主な理由でございます。

１項保健衛生費は、支出済額１６億９千３４０万１７千４６６円、前年度比プラス６億７千

５５９万７千３５０円、６６．４パーセントの増。

２項清掃費は、支出済額１２億６千２６７万９千７４３円、前年度比プラス８千４３７万５

０８円、７．２パーセントの増となりました。

次に、５款農林水産業費は、予算現額６億２千３０３万９千円に対し、支出済額５億１千２

６４万１千３１６円、翌年度繰越額２３９万４千円、不用額１億８００万３千６８４円とな

り、支出済額は前年度と比較して、被災農業施設等復旧支援事業費の減などによりマイナス

６億９千６５９万５３３円、５７．６パーセントの減となりました。

次に、６款商工費は、予算現額２億８千５４５万３千円に対し、支出済額２億７千９８万３

千７０１円、不用額１千４４６万９千２９９円となり、支出済額は前年度と比較してマイナ

ス４２４万６千２６１円、１．５パーセントの減となりました。八街市がんばる中小企業等

支援事業費が増となりましたが、中小企業元気アップ支援事業の減などが主な理由です。

次に、７款土木費は、予算現額２５億２千９０４万５千円に対し、支出済額１９億２千９３

６万８千９４円、翌年度繰越額５億４千５７８万５千円、不用額５千３８９万１千９０６円

となり、支出済額は前年度と比較して、道路整備事業費の増などにより、プラス２億６千９

０９万３千８４３円、１６．２パーセントの増となりました。

１項土木管理費は、支出済額９千４８３万７千９１７円、前年度比プラス７９９万２千３０

０円、９．２パーセントの増となりました。

２項道路橋りょう費は、支出済額１１億６千１８９万３千７７３円、前年度比プラス４億９

千８３０万４千２７０円、７５．１パーセントの増。

３項河川費は、支出済額４千１４万６０円、前年度比、流末排水施設整備事業費の減により、

マイナス６千６９４万５千２７円、６２．５パーセントの減。

４項都市計画費は、支出済額５億６６３万８５１円、前年度比マイナス１億５千２６９万７

千３８５円、２１．５パーセントの減。

５項住宅費は、支出済額７千５８６万５千４９３円、前年度比マイナス１千７５６万３１５

円、１８．８パーセントの減となりました。

次に、８款消防費は、予算現額１３億５千９５万５千円に対し、支出済額１３億３千９９２

万７千１３３円、不用額１千１０２万７千８６７円となり、支出済額は前年度と比較してマ

イナス８千２６４万６千１００円、５．８パーセントの減となりました。消防施設整備事業

費及び佐倉市八街市酒々井町総合組合費の減が主な理由です。

次に、９款教育費は、予算現額２６億９千２３２万１千円に対し、支出済額２３億１千３４

６万８９２円、翌年度繰越額２億８千５６０万８千円、不用額９千３２５万２千１０８円と

なり、支出済額は、前年度と比較しマイナス４億９千９４０万２千３９８円、１７．８パー

セントの減となりました。小学校及び中学校のＩＣＴ環境整備事業の減が主な理由でござい
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ます。

１項教育総務費は、支出済額３億８千８７０万４千４３２円、前年度比プラス３千２６９万

３千３５９円、９．２パーセントの増。

２項小学校費は、支出済額４億１千７８０万６千３１７円、前年度比マイナス２億５千３５

３万８６円、３７．８パーセントの減。

３項中学校費は、支出済額１億９千４１７万８千９２７円、前年度比マイナス２億９千１９

７万６千５３２円、６０．１パーセントの減。

４項幼稚園費は、支出済額１億６千１９６万８９６円、前年度比マイナス１千６２２万４千

９９円、９．１パーセントの減。

５項社会教育費は、支出済額３億４千１１８万６千６３９円、前年度比マイナス１２７万８

千６７１円、０．４パーセントの減。

６項保健体育費は、支出済額８億９６２万３千６８１円、前年度比プラス３千９１万３千６

３１円、４．０パーセントの増となりました。

次に、１０款災害復旧費は、予算現額１千円に対し、支出済額は０円、不用額１千円となり、

支出済額は前年度と比較しマイナス５千５１７万１千５０円と皆減となりました。令和元年

度に発生した台風等により被災した学校施設等の復旧事業は終了したことによるもの等でご

ざいます。

１４ページ、１５ページをお願いいたします。

次に、１１款公債費は、予算現額１９億６２７万３千円に対し、支出済額１９億１７７万２

千２９２円、不用額４５０万７０８円で、支出済額は前年度比マイナス１億９２３万５千３

７９円、５．４パーセントの減となりました。

次に、１２款予備費は、当初及び補正予算額６千７９３万１千円のうちの９７９万２千円を

充当した結果、予算現額は５千８１３万９千円となり、同額が不用額となります。

以上、歳出決算は、予算現額２７４億７千８３６万１千円に対し、支出済額２４９億６千２

５３万１千９４４円、翌年度繰越額１４億３千９３万２千円、不用額１０億８千４８９万７

千６円となりました。

このほか実質収支に関する調書は２４０ページ、財産に関する調書は３２４ページから３３

２ページ、定額基金の運用に関する調書は３３４ページ、３３５ページに掲載してございま

すので、後ほどご覧いただきたいと存じます。

以上をもちまして、令和３年度一般会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（鈴木広美君）

以上で、議案第１１号の説明を終了いたします。

会議中ではありますが、ここで１０分間の休憩といたします。

（休憩 午前１１時０３分）

（再開 午前１１時１３分）
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○議長（鈴木広美君）

それでは、再開します。

休憩前に引き続き、会議を行います。

続きまして、議案第１２号から１３号を、中込市民部長、お願いいたします。

○市民部長（中込正美君）

それでは、議案第１２号、令和３年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、

ご説明いたします。

歳入歳出決算書の２４７ページをご覧ください。

歳入歳出ともに予算現額８９億１千８０３万円に対し、歳入決算額は８８億７千２４１万７

８４円で、前年度と比較し４億２千４９２万９千２８７円、５．０パーセントの増となって

おります。

歳出決算額は８７億６千８８９万７千５１３円で、前年度と比較し、５億２千４１９万６千

６２８円、６．３６パーセントの増となっております。

この結果、歳入歳出差引残額１億３５１万３千２７１円につきましては、八街市国民健康保

険特別会計財政調整基金条例第２条の規定に基づき、３千１０５万円を基金に繰入れ、残り

の７千２４６万３千２７１円を翌年度に繰越しをするものでございます。

続いて、歳入について、ご説明いたします。

２４８、２４９ページをご覧ください。

初めに、歳入１款国民健康保険税は、予算現額１７億８千７５１万２千円に対し、調定額２

９億６千８３１万４千４２０円、収入済額１８億４千３０５万４３８円、不納欠損額１億１

千６６５万７千１４２円、収入未済額１０億８６０万６千８４０円となっております。収納

率は、現年課税分が８８．８パーセント、滞納繰越分が１５．５５パーセントでございます。

次に、２款県支出金は、予算現額６３億７千５３２万５千円に対し、調定額・収入済額とも

に６２億５千５５５万５千６円で、特定健康診査等の実施に係る負担金療養給付費等の財源

として交付される補助金でございます。

３款財産収入は、予算現額３千円に対し、調定額・収入済額ともに７千９９１円で、財政調

整基金積立金利子及び公用車売払収入でございます。

４款繰入金は、予算現額５億４千８０１万３千円に対し、調定額・収入済額ともに５億４千

７０３万８千２３５円で、一般会計から繰り入れされる保険基盤安定繰入金、職員給与費等

繰入金、出産育児一時金繰入金、財政安定化支援事業繰入金でございます。

次に、５款繰越金は、予算現額１億４千１９５万１千円に対し、調定額・収入済額ともに１

億４千１９５万６１２円で、前年度からの繰越金でございます。

次に、６款諸収入は、予算現額５千７６８万２千円に対し、調定額・収入済額ともに７千７

２６万４千５０２円で、保険税延滞金及び第三者行為による医療費納付金が主なものでござ

います。

７款国庫支出金は、予算現額７５４万４千円に対し、調定額・収入済額ともに７５４万４千
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円で、特定保健指導推進事業費補助金及び災害臨時特例補助金でございます。

以上、歳入合計は、予算現額８９億１千８０３万円、調定額９９億９千７６７万４千７６６

円、収入済額８８億７千２４１万７８４円、不納欠損額１億１千６６５万７千１４２円、収

入未済額１０億８６０万６千８４０円となっております。

続いて、歳出について、ご説明いたします。

２５０、２５１ページをご覧ください。

１款総務費は、予算現額３千７８５万６千円に対し、支出済額は３千６７万８千２８０円で、

国民健康保険事業の運営に関する管理費、保険税の賦課徴収に関する経費、国民健康保険運

営協議会に関する経費、国民健康保険制度の趣旨普及に関する経費でございます。

次に、２款保険給付費は、予算現額６２億８千９５５万１千円に対し、支出済額は６１億７

千１４９万６０４円で、１項療養諸費５２億８千１７１万１千３０４円は、療養給付費及び

診療報酬明細書の審査支払手数料が主なものでございます。

２項高額療養費８億６千２６万９千５２２円は、高額療養費及び高額介護合算療養費でござ

います。

３項輸送費は、支出がございませんでした。

４項出産育児諸費２千２１３万９千９４７円は、５４件分の出産育児一時金でございます。

５項葬祭諸費６８０万円は、１３６件分の葬祭費でございます。

６項傷病手当諸費５６万９千８３１円は、新型コロナウイルス感染等による無給休業者へ支

給した傷病手当金９件分でございます。

次に、３款国民健康保険費納付金は、予算現額２３億６千７２３万円に対し、支出済額は２

３億６千７２２万９千４０７円で、国民健康保険の広域化に伴い千葉県に支払う納付金でご

ざいます。

次に、４款共同事業拠出金は、予算現額２千円に対し、支出済額は１４９円で、年金受給者

のデータから退職者医療制度該当者を抽出するための事業拠出金でございます。

次に、５款保健事業費は、予算現額６千８５１万５千円に対し、支出済額は５千３８８万１

２８円で、特定健康診査及び人間ドックの助成金が主なものでございます。

次に、６款基金積立金は、予算現額１億１千６９２万６千円に対し、支出済額は１億１千６

９２万５千９９１円で、国民健康保険財政調整基金への積立金でございます。

次に、７款公債費は、予算現額２８０万円に対し、支出はございませんでした。

次に、８款諸支出金は、予算現額３千１５万円に対し、支出済額は２千８６９万２千９５４

円で、１項償還金及び還付加算金２千７１万３千２５３円は、保険税の過誤納還付金及び国

庫支出金等の返還金でございます。

２項繰出金７９７万９千７０１円は、一般会計から繰り入れした職員給与費等繰入金の過年

度精算金でございます。

次に、９款予備費は、予算現額５００万円に対し、支出はございませんでした。

以上、歳出合計は、予算現額８９億１千８０３万円、支出済額８７億６千８８９万７千５１
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３円、不用額１億４千９１３万２千４８７円となっております。

なお、詳細につきましては、決算書の２５２ページから２６９ページの事項別明細書、並び

に主要施策の成果の説明書３２５ページから３４８ページをご参照ください。

続きまして、議案第１３号、令和３年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

て、ご説明いたします。

決算書の２７７ページをご覧ください。

歳入歳出ともに、予算現額７億３千２４６万８千円に対し、歳入決算額は７億２千６６７万

５千３５３円で、前年度と比較し２千５９６万１１３円、３．７パーセントの増となってお

ります。

歳出決算額は７億２千１２３万７千５２４円で、前年度と比較し２千６６５万９千６６１円、

３．８パーセントの増となっております。

この結果、歳入歳出差引残額５４３万７千８２９円につきましては、翌年度に繰越しをする

ものでございます。

続いて、歳入について、ご説明いたします。

２７８、２７９ページをご覧ください。

１款後期高齢者医療保険料は、予算現額５億６千５６８万３千円に対し、調定額５億７千４

８７万２００円、収入済額５億５千９４５万９千８００円、不納欠損額６４０万７千９００

円、収入未済額９００万２千５００円で、還付未済額を差し引いた実質収納率は、現年分が

９９．０３パーセント、滞納繰越分が１８．１７パーセントでございます。

次に、２款繰入金は、予算現額１億５千６８９万６千円に対し、調定額・収入済額ともに１

億５千６８３万６千５７０円で、一般会計からの事務費繰入金及び保険料軽減分に関する保

険基盤安定繰入金でございます。

次に、３款繰越金は、予算現額６１３万７千円に対し、調定額・収入済額ともに６１３万７

千３７７円で、前年度からの繰越金でございます。

次に、４款諸収入は、予算現額３７５万２千円に対し、調定額・収入済額ともに４２４万１

千６０６円で、１項延滞金、加算金及び過料４万４千７００円は、保険料延滞金でございま

す。

２項雑入４１９万６千９０６円は、千葉県後期高齢者医療広域連合からの賦課徴収に係る受

託費、保険料の過年度還付金、人間ドック等の長寿・健康増進事業補助金が主なものでござ

います。

以上、歳入合計は、予算現額７億３千２４６万８千円に対し、調定額７億４千２０８万５千

７５３円、収入済額７億２千６６７万５千３５３円、不納欠損額６４０万７千９００円、収

入未済額９００万２千５００円となっております。

続いて、歳出について、ご説明いたします。

２８０、２８１ページをご覧ください。

１款総務費は、予算現額６９１万９千円に対し、支出済額は６０２万７千２２１円で、後期
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高齢者医療制度事業の運営に関する管理費と、保険料の賦課徴収に関する経費でございます。

次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金は、予算現額７億２千１１１万１千円に対し、支

出済額は７億１千１４３万７千９２６円で、千葉県後期高齢者医療広域連合へ納付した負担

金でございます。

次に、３款諸支出金は、予算現額３７７万５千円に対し、支出済額は３７７万２千３７７円

で、保険料の過誤納還付金と、事務費繰入金の過年度精算金を一般会計へ返還したものでご

ざいます。

次に、４款予備費は、当初予算額１００万円のうち、３３万７千円を３款諸支出金へ充当し

ております。

以上、歳出合計は、予算現額７億３千２４６万８千円に対し、支出済額７億２千１２３万７

千５２４円、不用額１千１２３万４７６となっております。

なお、詳細につきましては、決算書の２８２ページから２８７ページの事項別明細書、並び

に主要施策の成果の説明書３４９ページから３５３ページをご参照ください。

以上で令和３年度国民健康保険特別会計及び令和３年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（鈴木広美君）

以上で、議案第１２号から１３号の説明を終了いたします。

次に、議案第１４号について、吉田福祉部長より、説明がございます。

○福祉部長（吉田正明君）

それでは、議案第１４号、令和３年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算について、ご

説明いたします。

決算書の２９５ページをご覧ください。

歳入歳出ともに予算現額５０億７千２２４万４千円に対し、歳入決算額は４９億６千７４６

万４千２２８円で、前年度と比較し５千２６４万１千２５７円、１．１パーセントの増と

なっております。

歳出決算額は、４９億２千８１万７千４１円で、前年度と比較し、１億４千１００万９千２

３８円、３．０パーセントの増となっております。

この結果、歳入歳出差引残額は４千６６４万７千１８７円となり、全額を翌年度へ繰り越す

ものでございます。

続いて、歳入について、ご説明いたします。

２９６、２９７ページをご覧ください。

初めに、１款保険料は、予算現額１２億９千８９６万６千円に対し、調定額１４億１０万４

千１００円、収入済額１２億８千５７５万１千４００円、不納欠損額１千８９３万８千２０

０円、収入未済額９千５４１万４千５００円となっており、収納率は９１．８パーセントで

ございます。

２款分担金及び負担金は、予算現額１８０万円に対し、調定額２０４万２千７００円、収入
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済額２０４万２千４００円で、配食サービス事業に係る利用者の自己負担金でございます。

３款国庫支出金は、予算現額９億１千７８６万９千円に対し、調定額・収入済額ともに８億

５千４３８万４千２６３円で、介護給付費に係る国庫負担金及び地域支援事業交付金が主な

ものでございます。

４款支払基金交付金は、予算現額１２億７千６８４万９千円に対し、調定額・収入済額とも

に１２億４千２５４万９千円で、第２号被保険者の保険料に対する社会保険診療報酬支払基

金からの交付金でございます。

５款県支出金は、予算現額７億８６５万７千円に対し、調定額・収入済額ともに７億３７９

万４千４０４円で、介護給付費に係る県負担金が主なものでございます。

６款財産収入は、予算現額６千円に対し、調定額・収入済額ともに５千９８３円で、介護給

付費準備基金の積立金利子でございます。

７款繰入金は、予算現額７億２千８４２万４千円に対し、調定額・収入済額ともに７億２千

８４２万２千１００円で、介護給付費に係る市の負担金及び地域支援事業、低所得者介護保

険料軽減分、並びに事務費に係る繰入金でございます。

８款繰越金は、予算現額１億３千５０１万５千円に対し、調定額・収入済額ともに１億３千

５０１万５千１６８円で、前年度からの繰越金でございます。

９款諸収入は、予算現額４６５万８千円に対し、調定額・収入済額ともに１千５４９万９千

５１０円で、第三者納付金及び介護予防ケアマネジメント収入が主なものでございます。

以上、歳入決算につきましては、予算現額５０億７千２２４万４千円に対し、調定額５０億

８千１８１万７千２２８円、収入済額４９億６千７４６万４千２２８円、不納欠損額１千８

９３万８千２００円、収入未済額９千５４１万４千８００円となっております。

続きまして、歳出について、ご説明いたします。

２９８、２９９ページをご覧ください。

１款総務費は、予算現額６千２９１万７千円に対し、支出済額４千７５９万２千３４７円で、

介護保険の資格給付に関する経費、保険料の賦課徴収に係る経費、介護認定審査会に係る経

費等でございます。

２款保険給付費は、予算現額４６億１千８９１万２千円に対し、支出済額４５億８５４万１

千９６８円で、介護サービス等諸費、高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費、

その他諸費などでございます。

３款地域支援事業費は、予算現額１億７千１１４万８千円に対し、支出済額１億４千６１５

万８千９３５円で、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費、包括的支援

事業費・任意事業費等でございます。

４款基金積立金は、予算現額１億２千７４０万５千円に対し、支出済額１億２千７４０万４

千９８３円で、全額が介護給付費準備基金積立金でございます。

５款諸支出金は、予算現額９千１１５万６千円に対し、支出済額９千１１１万８千８０８円

で、保険料過誤納還付金、介護給付費負担金等返還金、地域支援事業交付金等返還金、令和
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２年度一般会計繰出金精算分でございます。

６款予備費は、当初予算額１００万円のうち、２９万４千円を保険料過誤納還付金へ充当し

た結果、予算現額は７０万６千円となり、同額が不用額となっております。

以上、歳出決算につきましては、予算現額５０億７千２２４万４千円に対し、支出済額４９

億２千８１万７千４１円、不用額１億５千１４２万６千９５９円でございます。

なお、詳細につきましては、決算書の３００ページから３２１ページの事項別明細書、並び

に主要施策の成果の説明書３５４ページから３７５ページをご参照いただければと思います。

これで、令和３年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算についての説明を終わります。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（鈴木広美君）

以上で、議案第１４号の説明を終了いたします。

次に、議案第１５号、市川建設部長より説明がございます。

○建設部長（市川明男君）

それでは、議案第１５号、令和３年度八街市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて、ご説明いたします。

別冊、令和３年度八街市下水道事業会計決算及び事業報告書の２ページをご覧ください。

初めに、（１）収益的収入及び支出でございますが、収入第１款下水道事業収益は予算額合

計９億８０５万円に対しまして、決算額９億１７７万８千１３１円となりました。

決算額の内訳ですが、第１項営業収益が２億４千６９３万２千３８０円、第２項営業外収益

が６億２千４７１万９千８０１円、第３項特別利益が３千１２万５千９５０円となっており

ます。

営業収益の主なものは下水道使用料であり、営業外収益の主なものは他会計補助金長期前受

金戻入でございます。特別利益の主なものは、令和２年度に繰り入れた一般会計補助金につ

いて過年度損益修正益として収益化したものでございます。

次に、支出ですが、第１款下水道事業費用は、予算額合計７億３千１７８万９千円に対しま

して、決算額は７億２千１２３万５千５２８円となり、執行率は９８．６パーセントとなり

ました。

決算額の内訳ですが、第１項営業費用が６億４千４９６万６千３２６円、第２項営業外費用

が６千３４２万３千７１１円、第３項特別損失が１千２８４万５千４９１円となっておりま

す。営業費用の主なものは、大池調整池と下水道施設の維持管理などの委託料及び修繕費、

印旛沼流域下水道維持管理負担金、固定資産減価償却費でございます。また、営業外費用の

主なものは企業債利息でございます。特別損失の主なものは、建設仮勘定に計上した固定資

産について減損損失として費用化したものでございます。

続きまして、４ページをご覧ください。

（２）資本的収入及び支出でございますが、収入第１款資本的収入は、予算額合計３億６千

９７０万４千円に対しまして、決算額は１億９千１０万８千５４０円となりました。
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決算額の内訳ですが、第１項企業債が８千１７０万円、第２項他会計補助金が３千９２０万

円、第３項補助金が５千２２０万円、第４項負担金が１千７００万８千５４０円となってお

ります。これは下水道事業に係る建設企業債、企業債償還に要する経費に対する一般会計補

助金及び下水道整備に係る社会資本整備総合交付金並びに雨水整備事業に係る道路管理者負

担金等でございます。

次に、支出ですが、第１款資本的支出は、予算額合計６億２千８６６万１千円に対しまして、

決算額は４億６千８８１万８９円、翌年度繰越金１億３千３０万６千円、不用額２千９５４

万４千９１１円となり、執行率は７４．６パーセントとなっております。

決算額の内訳ですが、第１項建設改良費が１億７千７４万４千１６３円、第２項企業債償還

金が２億９千８０６万５千９２６円となっております。これは、大池調整池や汚水整備工事

に係る事業費及び流域下水道建設費負担金並びに企業債の償還金でございます。

なお、欄外に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億７千８７０万１

千５４９円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６１５万７千５６９円、当

年度分損益勘定留保資金９千６８１万３６円、繰越利益剰余金処分額４千７９５万３千１９

円及び当年度利益剰余金処分額９千６９８万９２５円で補填しており、この場合において、

なお不足する額３千８０万円につきましては、令和３年度同意済企業債の未発行分をもって

翌年度に措置するものでございます。

次に、８ページ下段をご覧ください。

令和３年度下水道事業剰余金処分計算書（案）について、ご説明いたします。

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、当年度未処理分利益剰余金が生じているこ

とから、議会の議決による処分として、１億４千４９３万３千９４４円を減債積立金に積み

立てるものであります。

続いて、１５ページをご覧ください。

令和３年度八街市下水道事業報告書について、ご説明いたします。

１、概況（１）総括事項中、事業の状況でございますが、令和３年度は処理区域内人口１万

９千３３３人、年間有収水量１６２万２千６２２立方メートル、主な建設改良事業として雨

水整備事業費９千６１万８千円、汚水整備事業費１億８千３２２万円を業務予定量として事

業を行ってまいりました。

実績といたしましては、処理区域内人口は前年度より６１人、０．３パーセント減の１万８

千９８２人、年間有収水量は４万３千５８２立方メートル、２．７パーセント減の１５８万

９千３７９立方メートル、雨水整備事業費の決算額は４千６２５万９千４００円、汚水整備

事業費の決算額は１億１千２１４万５千７６３円となりました。

また、年間汚水処理水量は前年度より７万１千７５０立方メートル、３．６パーセントの減

の１９３万４千４５８立方メートル、有収率は０．８ポイント増の８２．２パーセント、水

洗化人口は２７２人、１．５パーセント増の１万７千８５７人、水洗化率は１．８ポイント

増の９４．１パーセントとなりました。
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次に、建設改良工事の状況でございますが、大池調整池上流池築造工事、汚水枝線整備工事

３か所、公共汚水桝設置工事６か所、マンホール蓋交換工事７２か所を実施いたしました。

次に、経理の状況でございますが、令和３年度収益的収支につきましては、下水道事業収益

が８億７千８７３万９千７９３円に対しまして、下水道事業費用が７億４３５万６千８８４

円、当年度純利益が１億７千４３８万２千９０９円となり、当年度未処理分利益剰余金は、

当年度利益剰余金に当年度利益余剰金４千７９５万３千１９円を加えたと２億２千２３３万

５千９２８円となりました。

次に、１６ページをご覧ください。

経営指標に関する事項でございますが、経常収支比率は、前年度より６．３ポイント増の１

２２．７パーセント、経費回収率は２．６ポイント増の８９．４パーセント、有形固定資産

減価償却率は３．２ポイント増の６．６パーセント、管渠老朽化率前年度と変わらず、０

パーセントとなりました。

以上をもちまして、令和３年度八街市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（鈴木広美君）

以上で、議案第１５号の説明を終了いたします。

次に、議案第１６号の説明を古西水道課長より、説明がございます。

○水道課長（古西弘一君）

それでは、議案第１６号、令和３年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて、ご説明いたします。

別冊、令和３年度八街市水道事業会計決算及び事業報告書の２ページをご覧ください。

初めに、（１）収益的収入及び支出の収入でございますが、第１款水道事業収益は、予算額

合計１２億７千４５万８千円に対しまして、決算額は１２億５千９８４万６千４３８円とな

りました。

決算額の内訳でございますが、第１項営業収益７億９千９５２万３千８１０円、第２項営業

外収益４億６千３２万２千６２８円となっております。営業収益の主なものは、水道料金で

ございます。また、営業外収益の主なものは、他会計補助金、県補助金でございます。

次に、支出でございますが、第１款水道事業費用は、予算額合計１０億７千８３万円に対し

まして、決算額は１０億２千７２０万９千５１７円となり、執行率は９５．９パーセントと

なりました。

決算額の内訳ですが、第１項営業費用９億６千４４６万５千６５８円、第２項営業外費用６

千２７４万３千８５９円となっております。営業費用の主なものは、受水費、施設の運転管

理などの委託料及び修繕費、減価償却費でございます。また、営業外費用の主なものは、企

業債利息でございます。

続きまして、（２）資本的収入及び支出でございますが、収入でございますが、第１款資本

的収入は、予算額合計４千１５７万４千円に対しまして、決算額は４千１５７万３千６６８
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円となりました。

決算額の内訳ですが、第１項企業債は３千９９０万円、第３項工事負担金は１６７万３千６

６８円となり、これは老朽管更新事業に伴う企業債の借入れ及び消火栓の設置に伴う工事負

担金が主なものでございます。

次に、支出でございますが、第１款資本的支出は、予算額合計２億６千６４３万円に対しま

して、決算額は２億６千５５８万４千４９７円となり、執行率は９９．７パーセントとなり

ました。

決算額の内訳ですが、第１項建設改良費６千８９６万３千６７１円、第２項企業債償還金１

億９千６６２万８２６円となっており、これは老朽管の更新事業費及び企業債の償還金でご

ざいます。なお、欄外に記載しておりますとおり、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額２億２千４０１万８２９円は、主に減債積立金及び過年度損益勘定留保資金などで

補填しております。

６ページの下段をご覧ください。

令和３年度八街市水道事業剰余金処分計算書（案）について、ご説明いたします。

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、当年度未処分利益剰余金が生じていること

から、議会の議決による処分として、１億４千万円を資本金へ組み入れ、２億２千７９５万

６千２９８円を減債積立金に積み立てるものでございます。

なお、４ページから９ページにつきましては、損益計算書、剰余金計算書、貸借対照表が掲

載されておりますので、ご参照していただきたいと思います。

続きまして、１３ページをお開きください。

次に、令和３年度八街市水道事業報告書につきまして、ご説明いたします。

初めに、概況のうち、（１）総括事項の事業の状況でございます。令和３年度末の給水戸数

は、前年度と比較しますと８戸、率にしまして０．１パーセントの増加となり、１万５千２

１０戸となりました。年間有収水量につきましては、前年度より６万６千７８５立方メート

ル、率にしまして２．１パーセントの減少となり、３１６万６千５２６立方メートルとなり

ました。また、印旛広域水道用水供給事業からの受水量は、前年度より２７万２千６９７立

方メートル減少し、１８８万７９６立方メートルとなりました。

次に、建設改良工事の状況でございますが、施設改良工事としまして上水道更新工事を１か

所実施いたしました。

次に、経理の状況でございますが、収益的収支の状況につきましては、水道事業収益１１億

８千３９７万７８円に対しまして、水道事業費用は９億５千６０１万３千７８０円となり、

２億２千７９５万６千２９８円の純利益が生じ、その他の未処分利益、剰余金変動額１億４

千万円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は３億６千７９５万６千２９８円となりました。

次に、資本的収支の状況につきましては、収入総額４千１５７万３千６６８円に対しまして、

支出総額２億６千５５８万４千４９７円となり、不足する額の２億２千４０１万８２９円に

つきまして、主に減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金などで補填しました。
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なお、工事の概要、業務、会計ほかにつきましては、１５ページ以降に掲載されております

ので、後ほどご参照ください。

以上で、議案第１６号、令和３年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

ての説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（鈴木広美君）

以上で、議案第１６号の説明を終了いたします。

会議中ではありますが、ここで昼食のため、休憩といたします。

午後は１時１０分より再開をいたします。

（休憩 午前１１時４８分）

（再開 午後 １時１０分）

○議長（鈴木広美君）

それでは、再開いたします。

休憩前に引き続き、会議を開きます。

最初に、北村市長より、発言を求められておりますので、それを許します。

○市長（北村新司君）

先ほど提案理由書を申し上げましたときに、令和４年８月４日にＢＡ５対策強化宣言を行い

８月３１日の間と申し上げましたけれども、その後、県より急遽延長宣言がございまして、

９月ＢＡ５対策強化宣言の期間を９月３０日まで延長するという報告がございました。先ほ

ど申し上げました８月３１日を９月３０日までの間というふうに訂正いたしますので、ご理

解いただきたいと思います。

○議長（鈴木広美君）

陳情第８号について、議会事務局長より、朗読をもって提案理由の説明といたします。

○議会事務局長（梅澤孝行君）

着席のまま朗読いたします。

陳情文書表

受理番号陳情第４の８号

受理年月日令和４年８月１７日

件名 核兵器廃絶に向けて日本政府が核兵器禁止条約を批准するよう八街市議会が意見書を

提出することを求める陳情

提出者につきましては、市内在住の方となっております。

陳情書

件名 核兵器廃絶に向けて日本政府が核兵器禁止条約を批准するよう八街市議会が意見書を

提出することを求める陳情

陳情趣旨 市議会におかれましては、市民生活と福祉の向上に邁進されていることに心より

敬意を表します。

残念なことに、今年は年明け早々ロシアによるウクライナ侵略が始まり、今も何十人、何百
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人という双方の国民が、日常を奪われ犠牲になっています。もし既に核兵器のない世界が実

現できていれば、世界はロシアの暴走を止められたはずです。にもかかわらず、いまだ和平

への道筋が見えてこないのは、核兵器廃絶に舵を切れない諸国の責任が大きいと言わざるを

得ません。

核兵器禁止条約は２０１７年７月７日に国連で採択され、２０２０年１０月には条約の批准

国は発効に必要な５０か国に達し、２０２１年１月２２日に発効されました。日本は今まで、

地球上で唯一の戦争被爆国でありながら、条約を批准することに消極的でしたが、今年に

なって、被爆地広島選出の岸田首相が、歴代首相で初めてＮＰＴ（核不拡散条約）再検討会

議に出席し、「核廃絶へ現実的な歩みを一歩ずつ進めていかなければはならない」と訴えま

した。

岸田首相の思いを後押しする意味でも、八街市にも、非核平和都市宣言の市として、核兵器

禁止条約を批准するよう求める意見書を提出してくださることを強く求めます。

陳情事項

１、核兵器廃絶のため、日本政府が核兵器禁止条約を批准することを求める意見書を内閣総

理大臣並び外務大臣に提出してください。

令和４年８月１７日

八街市議会議長鈴木広美様

以上です。

○議長（鈴木広美君）

以上で説明が終わりました。

ただいま議題となっております議案第１号、教育委員会委員の任命については、人事案件で

すので、質疑、委員会付託及び討論を省略して、直ちに採決したいと思います。ご異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。

議案第１号、教育委員会委員の任命についてを採決いたします。

この議案に同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。議案第１号は同意することに決定いたしました。

お諮りします。議案第１１号から議案第１６号は１７人の委員で構成する決算審査特別委員

会を設置して、これに付託し審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。決算審査特別委員会を設置して、これに付託し審査することに決定
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いたしました。

ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第５条第

１項の規定により議長から指名いたします。委員は配付してあります名簿のとおり、１７名

を指名いたします。

これからしばらく休憩し、決算審査特別委員会を開き、正副委員長の互選を行いますので、

委員の皆様は議員控室にお集まりください。しばらく休憩いたします。本会議再開時刻につきま

しては、事務局よりご連絡いたします。

以上です。

（休憩 午後 １時１５分）

（再開 午後 １時３６分）

○議長（鈴木広美君）

それでは再開いたします。

決算審査特別委員会正副委員長が決定いたしましたので、報告いたします。決算審査特別委

員会委員長に角麻子議員、同副委員長に加藤弘議員、以上のとおり決定いたしました。

議案第１１号から議案第１６号を配付の議案付託表のとおり決算審査特別委員会に付託し、

開催日の通知といたします。

日程第４、議案内６号市有財産の取得について、第６分団消防自動車を議題といたします。

お諮りいたします。議案第６号は会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略

し、これから質疑、討論および採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。これから議案第６号に対する質疑を行いますが、一人あたりの質疑

時間は４０分とし、質疑回数の制限は設けません。

それでは質疑を許します。質疑はありませんか。

○丸山わき子君

それでは、若干お伺いいたします。まず、この入札につきまして、制限付き一般競争入札と

した理由は何なのかお伺いしたいと思います。

○財政課長（和田暢洋君）

お答えいたします。こちらの制限付き一般競争入札にした場合、こちら物品の購入につきま

しては、８０万円以上につきまして入札という扱いになってございますので、制限付きの一

般競争入札ということで入札に付したところでございます。

○丸山わき子君

了解いたしました。

それで、このように落札しているわけなんですけれども、専決処分をする理由につきまして、

お伺いしたいと思いますが、いかがですか。

○総務部長（片岡和久君）
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議決を言うということですか。議会の議決が必要だという理由ですか。

○議長（鈴木広美君）

本日の採決がという意味合いですか、丸山議員。専決とは、ちょっと。

○総務部長（片岡和久君）

分かりました。すみません。工期の関係で、すぐにでも着手したいということで、初日の方

で議決をいただきたいということで、本日議決をいただきたいと考えております。

○丸山わき子君

今までこういう総合庁舎購入のときもあったと思うんですけれども、初日にこういった専決

処分していくということはなかったと思うんですね。今回なぜこのような対応されるのかお

伺いいたします。

○総務部長（片岡和久君）

ここ数年ですが、議会に付する契約の金額に達していなかったため、議会には議決は必要な

かったということです。２千万円を超えて契約というのは、ここ数年はございませんでした。

○丸山わき子君

じゃあ、２千万円をはじめて超える消防自動車であるということなわけですね。それで、な

ぜ、今回、工期の関係だということのようなんですけれども、これだけの金額が張っている

わけですから、専決にしない各関係する委員会できちんと検討する、こういう時間があって

もいいんじゃなかったかなというふうに思うんですが、そこの辺については、工期の関係と

いうよりも、工期の関係で言うならば、もっと早くに入札しておけばよかったことでしょう。

その辺についてはどうなんですか。

○議長（鈴木広美君）

執行部、答弁は大丈夫ですか。

○総務部長（片岡和久君）

申し訳ございません。県の補助金を頂いておりますので、その関係で入札の方は、この時期

になってしまいました。

○丸山わき子君

じゃあ、県の補助金の関係でということで、これから３月まで、この消防自動車を仕上げい

くのに、３月までかかるよということなわけですね。実際には、そんなにかかるんでしょう

かね。

○総務部長（片岡和久君）

これから契約をいたしまして、原材料等の発注等をする関係で、まあ当然、全て手作業とい

うか、まあ製作という形ですので、時間の方がかかるということで、製作期間はかかるとい

うことでございます。

○丸山わき子君

今、物価高の中でね、物価高の中で、今後この消防自動車を仕上げていくのに、いやあお金

がかかっちゃったよと。もっとこの契約以上のお金がかかっちゃったよというようなことも
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あり得るのかというふうにも感ずるんですが、その辺についてはどのような対応をされよう

としていますか。

○総務部長（片岡和久君）

当然この金額で契約しておりますので、この金額での納入をということが基本であると考え

ております。

○丸山わき子君

それと、あとは、１６ページに、ごめんなさい。これは議案説明シートの中の１６ページに、

その他（５）のところ、自動車登録番号８８０６とする。これ指定しているんですが、この

わざわざ指定しなければならないという理由というのは何かあるんですか。

○総務部長（片岡和久君）

今、八街市消防団の車両につきましては、おおむね８８の後に分団の番号を入れております。

よその現場でもすぐに分かると思いますので、このように対応しております。

○丸山わき子君

じゃあ、より分かりやすい消防自動車にするということで、一般の方は何でわざわざお金の

かかる、こういう登録番号を付けるのかと大変不審に思うんじゃないかなというふうに思い

ますが、理解いたしました。

以上です。

○議長（鈴木広美君）

以上で、丸山わき子議員の質疑を終了いたします。

ほかに質疑はございませんか。

質疑がなければ、これで議案第６号に対しての質疑を終了いたします。

これから討論を行います。議案第６号、市有財産の取得について、第６分団消防自動車の討

論を許します。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

討論がなければ、これで議案第６号の討論を終了いたします。

これから採決を行います。議案第６号、市有財産の取得について、第６分団消防自動車を採

決いたします。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第６号は原案のとおり可決されました。

日程、第５、休会の件を議題といたします。

明日９月１日から５日は議案調査、また休日のため休会したいと思います。ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。

９月１日から５日は休会することに決定いたしました。

本日の日程は全て終了いたしました。

本日の会議はこれで終了いたします。

９月６日は午前１０時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。

議員の皆様に申し上げます。９月１３日に議案に対する質疑を予定しておりますので、質疑

のある方は７日午後１時までに通告書を提出するようお願いいたします。

なお、所属する常任委員会の所管する議案については、質疑を避けるようお願いいたします。

議員の皆様に申し上げます。この後、全員協議会を、１時５５分より全員協議会を開催しま

すので、本会議場にお集まりください。全員協議会終了後、行政視察の打合せを行いますの

で、正副議長、各常任委員会正副委員長、議会運営委員会正副委員長は、第２会議室にお集

まりください。行政視察の打合せ終了後、広聴広報特別委員会を開催いたしますので、関係

する議員は第２会議室にお集まりください。

ご苦労さまでした。

（散会 午後１時４７分）
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○本日の会議に付した事件

１．会議録署名議員の指名

２．会期の決定

３．議案の上程

議案第１号から議案第１６号、陳情第８号

提案理由の説明

議案第１号

質疑省略、委員会付託省略、討論省略、採決

決算審査特別委員会の設置及び付託

４．議案第６号

委員会付託省略、質疑、討論、採決

５．休会の件

………………………………………………………………………………………………………………

議案第１号 教育委員会委員の任命について

議案第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度八街市一般会計補正予算につい

て)

議案第３号 八街市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４号 八街市議会議員及び八街市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例及び

八街市議会議員及び八街市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

議案第５号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町村総

合事務組合規約の一部改正に関する協議について

議案第６号 市有財産の取得について（第６分団消防自動車）

議案第７号 令和４年度八街市一般会計補正予算について

議案第８号 令和４年度八街市介護保険特別会計補正予算について

議案第９号 令和４年度八街市下水道事業会計補正予算について

議案第10号 令和４年度八街市水道事業会計補正予算について

議案第11号 令和３年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第12号 令和３年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第13号 令和３年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第14号 令和３年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第15号 令和３年度八街市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

議案第16号 令和３年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

陳情第８号 核兵器廃絶に向けて日本政府が核兵器禁止条約を批准するよう八街市議会が意見書

を提出することを求める陳情


